
２平成 26 年 10 月 15 日　広報ふっさ　No.913042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

防
災
無
線
の
放
送
内
容
が
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。【
専
用
電
話
番
号
】
☎
539
・

２
０
６
１
ま
た
は
☎
539
・

２
０
６
２

【「安全安心まちづくり市民ひろば」次回の開催は】犯罪のない、安心して暮らすことができる福生市を目指し、話し合いや情報交換をしています。市内在住・在勤

の方ならどなたでも参加できます。【日時】10 月 23 日㈭午後 7時～ 9時【場所】わかぎり会館集会室【問合せ】安全安心まちづくり課地域安全係☎ 551･1691

ス
タ
ン
ト
マ
ン
に
よ
る
交
通
安

全
教
室
を
開
催
し
ま
す

　

プ
ロ
の
ス
タ
ン
ト
マ
ン
が
近

年
増
加
傾
向
に
あ
る
自
転
車
事

故
を
再
現
し
ま
す
。
交
通
ル
ー

東
京
都
行
政
書
士
会
に
よ
る　

 

街
頭
無
料
相
談
会

【
日
時
】
10
月
28
日
㈫
午
前
10

時
～
午
後
4
時

【
場
所
】
市
役
所
1
階
ロ
ビ
ー

【
相
談
内
容
】
相
続
・

遺
言
・

契
約
・

各
種
許
認
可
な
ど
暮
ら
し
の
手

続
き
・

書
類
作
成
な
ど

【
問
合
せ
】
東
京
都
行
政
書
士

会
多
摩
西
部
支
部
・

佐
藤
☎
530
・

６
６
２
１

法
テ
ラ
ス「
無
料
法
律
相
談
会
」

　

法
テ
ラ
ス
と
東
京
三
弁
護
士

会
多
摩
支
部
と
の
共
催
で
、
弁

護
士
に
よ
る
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。

※
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援

セ
ン
タ
ー
）
は
、
資
力
が
乏
し

い
方
の
た
め
の
法
律
相
談
・

裁

判
費
用
の
立
替
な
ど
を
行
っ
て

い
る
公
的
な
法
人
で
す
。

【
日
時
】
11
月
1
日
㈯
午
後
1

時
30
分
～
4
時
40
分

【
場
所
】
市
役
所
第
一
棟
1
階

第
1
相
談
室

【
定
員
】
先
着
5
人

【
相
談
員
】
弁
護
士

【
申
込
み
】
10
月
27
日
㈪
午
前

8
時
30
分
か
ら
秘
書
広
報
課
広

報
広
聴
係
☎
551
・

１
５
２
９
へ
。

多
摩
西
人
権
啓
発
活
動
地
域

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
事
業

「
講
演
と
音
楽
の
つ
ど
い
」

【
日
時
】
11
月
9
日
㈰
午
後
1

時
30
分
～
3
時
45
分
（
1
時
開

場
）

【
場
所
】
東
大
和
市
民
会
館
ハ

ご
利
用
く
だ
さ
い
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
議
会
中
継

　

本
会
議
の
映
像
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
等
で
本
会

議
の
様
子
を
い
つ
で
も
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

　

積
極
的
に
議
会

情
報
を
お
届
け
し

て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

【
配
信
内
容
】
本
会
議
の
ラ
イ

ブ
映
像
と
録
画
映
像

※
録
画
映
像
は
、
過
去
の
会
議

を
会
議
名
や
議
員
名
、
用
語
な

ど
で
検
索
し
て
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
ア
ク
セ
ス
方
法
】
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
福
生
市
議
会
「
イ
ン

「
声
の
市
議
会
だ
よ
り
」
を
お

届
け
し
て
い
ま
す

　

視
覚
障
害
者 

(

１
・

2
級)

の
方
に
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
「
福
生
い
と
で
ん
わ
」
と

協
働
で「
声
の
市
議
会
だ
よ
り
」

(

デ
イ
ジ
ー
方
式
の
Ｃ
Ｄ
版)

を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
デ
イ
ジ
ー
（
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
）

と
は
…
デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書
の

国
際
標
準
で
、
ペ
ー
ジ
や
見
出

し
で
す
ぐ
に
検
索
で
き
る
な
ど

情
報
検
索
性
に
優
れ
て
い
ま

す
。

　

専
用
の
再
生
機
が
必
要
と
な

り
ま
す
が
、
利
用
対
象
者
は
日

常
生
活
用
具
と
し
て
給
付
を
受

け
ら
れ
ま
す
。（
利
用
者
一
割

負
担
）

【
問
合
せ
】
議
会
事
務
局
庶
務

係
☎
551
・

１
５
２
３

 11 月の無料相談
相談内容 実施日 時間 場所 備考

人権身の上相談
･行政相談 5 日㈬

午後1時 30分
～4時 30分

市役所 1階
第一相談室

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。

登記相談 6 日㈭
相続遺言等暮ら
しの手続き相談 11 日㈫

税務相談 27 日㈭

法律相談
7 日㈮ ･12 日
㈬ ･19 日 ㈬
･26 日㈬

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 6 日前から電話で
秘書広報課広報広聴係へ。

交通事故相談 20 日㈭ 午後1時 30分
～4時

予約制、先着3人（1人 45分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。
相談日以外は東京都都民の
声課☎ 03･5320･7733 へ。

少年相談 21 日㈮ 午前 9時～午
後 4時 30 分

予約制、警視庁八王子少年
センター☎ 042･679･1082へ。
相談日当日は秘書広報課広
報広聴係へ。

介護保険相談 毎週月 ･火 ･
木・金曜日

午前 9 時～午
後 4時

市役所 1階
介護福祉課

介護福祉課介護保険係
☎ 551･1764

子ども相談 毎週
月～土曜日

午 前 8 時 30
分～午後 5時
15 分

子ども家庭支援
センター（子ど
も応援館１階）

子どもと家庭の相談 ･ 児童
虐待に関すること。
☎ 539･2555

消費者相談 毎週
月 ･木曜日

午 前 10 時 ～
正午、午後1
時～4時

市役所第二棟
2階第 2相談室

シティセールス推進課産業
活性化グループ☎ 551･1699

心配ごと相談 毎月
第二水曜日

午後1時～3時 福祉センター
社会福祉協議会 ･ 成年後見
センター福生☎ 552･5027

事業資金相談 13 日㈭ 午前10時～午
後4時

商工会館
1階相談室

商工会☎ 551･2927 ※対象は
市内の小規模事業者

【そのほかの相談】市政 ･ 市民相談、国民年金相談、ひとり親家庭相談、健康相談、
育児相談（☎ 551･1511 市役所代表）、心の相談、成年後見制度相談、苦情相談、
権利擁護相談（☎ 552･5027 福祉センター）、教育相談（直通☎ 551･7700）

※予約開始日が土 ･日 ･祝日の場合、翌日以降最初の平日からとなります。

　「地方公共団体の財政の健全化

に関する法律」に基づき、自治体

の財政健全度を測る指標として、

健全化判断比率を算定しました。

健全化判断比率が早期健全化基

準を上回った場合は、財政状況が

黄信号の状態、財政再生基準を上

回った場合は、赤信号の状態にあ

ると判断され、財政健全化計画ま

たは財政再生計画の策定が義務

付けられ、自治体財政の健全化を

図ることとなります。

　また、公営企業（下水道事業）

の経営の健全性に関する指標とし

て、資金不足比率を算定しました。

資金不足比率が経営健全化基準

を上回った場合は、経営状況が悪

化していると判断されます。平成

25 年度決算に基づき算定した福

生市の比率は、いずれも早期健全

化基準を下回りました。

【問合せ】財政課☎ 551・1534

平成 25 年度決算に基づく健全化判断比率等について

区分
平成

25 年度

早期健全化
基準

〔黄信号〕

財政再生
基準

〔赤信号〕

実質赤字比率
[ 一般会計が赤字

かどうかを判断す

る指標 ]

一般会計の赤字額の

標準財政規模※に対

する割合で、赤字が

ないため「－」になっ

ています。

－ 

（－）

13.11％超

（13.10％

超）

20.00％

超

連結実質赤字比率
[ 一般会計と特別

会計の全会計が赤

字かどうかを判断

する指標 ]

一般会計のほか特別

会計を含めた実質赤

字の標準財政規模※

に対する割合で、赤字

がないため「－」に

なっています。

－ 

（－）

18.11％超

（18.10％

超）

30.00％

超

実質公債費比率
[ 年収に対する借

入金の返済額の大

きさを表す指標 ]

一般会計が負担する

実質的な公債費の標

準財政規模※に対す

る割合で、借入金の

返済が進んでいるた

め平成 24 年度より改

善しています。

0.5％

（1.5％）
25.0％超 35.0％超

将来負担比率
[ 将来支払わなけ

ればならない負債

が年収に対してど

の程度なのかを表

す指標 ]

一般会計が将来的に

負担すべき実質的な

負債の標準財政規模

※に対する割合で、

将来負担すべきもの

が少ないため「－」

となっています。

－ 

（－）
350.0％超

区分 平成 25 年度 経営健全化基準

下水道

事業会計

資金の不足額の事業の規模に

対する割合で、資金不足がな

いため「－」となっています。

－ 

（－）
20.00％超

▼福生市の健全化判断比率　（　）内は平成 24 年度

▼福生市の資金不足比率　（　）内は平成 24 年度

ル
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

①
【
日
時
】
10
月
31
日
㈮
午
後

２
時
20
分
～
（
入
場
２
時
～
）

【
場
所
】
第
一
中
学
校
校
庭

【
注
意
】
雨
天
の
場

合
は
、
一
般
の
方
の

見
学
は
で
き
ま
せ

ん
。
授
業
中
の
た

め
、
入
場
は
校
庭
の
一
部
ま
で

で
す
。
車
で
の
ご
来
場
は
お
控

え
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
都
立
福

生
高
校
で
も
同
様
の
交
通
安
全

教
室
を
実
施
し
ま
す
。

②
【
日
時
】
11
月
６
日
㈭
午
後

１
時
30
分
～(

入
場
1
時
10
分

～)

【
場
所
】
都
立
福
生
高
校
校
庭

【
注
意
】
第
一
中
学
校
と
同
様

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
」
か
ら
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
議
会
事
務
局
庶
務

係
☎
551
・

１
５
２
３

ミ
ン
グ
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

【
定
員
】
当
日
先
着
300
人
（
満

員
の
際
は
、
入
場
を
お
断
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。）

【
テ
ー
マ
】「
ス
ポ
ー
ツ
指
導
か

ら
学
ぶ
人
権
」

【
講
師
】
大
隈
広
貴
氏
（
エ
チ

オ
ピ
ア
女
子
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン

ナ
ー
強
化
育
成
コ
ー
チ
ほ
か
）

※
手
話
通
訳
あ
り
。
保
育
希
望

の
方
は
、
10
月
29
日
㈬
ま
で
に

予
約
が
必
要
で
す
。

【
問
合
せ
】
東
大
和
市
秘

書
広
報
課
市
民
相
談
担
当 

☎
０
４
２
・

563
・

２
１
１
１
（
内

線
１
４
１
３
）

※標準財政規模とは、標準的な税収や地方交付税などを合算したもので、

自由に使える収入の規模とされています。

【問合せ】秘書広報課広報広聴係
☎ 551･1529 ※土 ･日 ･祝日を除く


